
森
林
経
営
管
理
法
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

我
が
国
の
林
業
は
、
木
材
価
格
の
低
迷
、
森
林
所
有
者
の
世
代
交
代
等
に
よ
り
、
森
林
所
有
者
の
経
営
意
欲
の
低
下
や
所
有

者
不
明
森
林
が
増
加
す
る
な
ど
、
依
然
と
し
て
厳
し
い
状
況
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
中
、
持
続
可
能
な
森
林
経
営
に
向
け
て
、

森
林
の
管
理
の
適
正
化
及
び
林
業
経
営
の
効
率
化
の
一
体
的
な
促
進
を
図
る
こ
と
は
、
森
林
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
及

び
林
業
・
山
村
の
振
興
の
観
点
か
ら
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
森
林
吸
収
源
対
策
に
係
る
地
方
財
源
確
保
の
た
め
、
平
成

三
十
一
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
創
設
す
る
と
さ
れ
て
い
る
森
林
環
境
税
（
仮
称
）
及
び
森
林
環
境
譲
与
税
（
仮
称
）
に
つ
い

て
は
、
創
設
の
趣
旨
に
照
ら
し
、
そ
の
使
途
を
適
正
か
つ
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

よ
っ
て
政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
の
実
現
に
万
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

一

本
法
を
市
町
村
が
運
用
す
る
に
当
た
っ
て
、
「
森
林
の
多
面
的
機
能
の
発
揮
」
「
公
益
的
機
能
の
発
揮
」
「
人
工
林
か
ら

自
然
林
へ
の
誘
導
」
「
生
物
多
様
性
の
保
全
」
に
つ
い
て
、
十
分
に
配
慮
す
る
よ
う
助
言
等
の
支
援
を
行
う
こ
と
。

二

経
営
管
理
権
及
び
経
営
管
理
実
施
権
の
設
定
等
を
内
容
と
す
る
新
た
な
森
林
管
理
シ
ス
テ
ム
が
現
場
に
浸
透
し
、
林
業
の

効
率
化
及
び
森
林
管
理
の
適
正
化
の
一
体
的
な
促
進
が
円
滑
に
進
む
よ
う
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
と
協
力
し
て
、
不
在
村

森
林
所
有
者
を
含
む
森
林
所
有
者
、
森
林
組
合
、
民
間
事
業
者
な
ど
、
地
域
の
森
林
・
林
業
関
係
者
に
本
法
の
仕
組
み
の
周

知
を
徹
底
す
る
こ
と
。
ま
た
、
経
営
管
理
実
施
権
の
設
定
に
当
た
っ
て
は
、
超
長
期
的
な
多
間
伐
施
業
を
排
除
す
る
こ
と
な



く
、
市
町
村
が
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
運
用
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

三

市
町
村
が
区
域
内
の
森
林
の
経
営
管
理
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
推
進
の
在
り
方
に
つ
い
て
広
く
地
域
住
民
の
意
見

が
反
映
さ
れ
る
よ
う
助
言
等
の
支
援
を
行
う
こ
と
。

四

経
営
管
理
実
施
権
を
設
定
し
た
林
業
経
営
者
に
対
し
て
、
市
町
村
が
指
導
監
督
体
制
の
確
立
に
努
め
る
よ
う
助
言
等
の
支

援
を
行
う
こ
と
。
さ
ら
に
、
国
は
、
民
間
事
業
者
の
健
全
な
育
成
を
図
る
た
め
、
森
林
に
関
す
る
高
度
の
知
識
、
技
術
、
経

営
に
関
す
る
研
修
計
画
を
企
画
し
、
実
施
す
る
こ
と
。
経
営
管
理
実
施
権
の
設
定
に
当
た
っ
て
は
、
生
産
性
（
生
産
量
）
の

基
準
だ
け
で
な
く
、
作
業
の
質
、
持
続
性
、
定
着
性
、
地
域
経
済
へ
の
貢
献
、
労
働
安
全
な
ど
の
評
価
基
準
も
重
視
す
る
こ

と
。

五

森
林
の
育
成
に
は
、
林
業
労
働
力
の
確
保
・
育
成
は
不
可
欠
で
あ
り
、
小
規
模
事
業
体
の
経
営
者
や
従
業
員
を
含
む
林
業

就
業
者
の
所
得
の
向
上
、
労
働
安
全
対
策
を
は
じ
め
と
す
る
就
業
条
件
改
善
に
向
け
た
対
策
の
強
化
を
図
る
こ
と
。

六

所
有
者
不
明
森
林
の
発
生
を
防
ぐ
た
め
、
相
続
等
に
よ
る
権
利
取
得
に
際
し
て
の
森
林
法
第
十
条
の
七
の
二
の
届
出
義
務

の
周
知
を
図
る
と
と
も
に
、
相
続
登
記
等
の
重
要
性
に
つ
い
て
啓
発
を
図
る
こ
と
。
ま
た
、
所
有
者
不
明
森
林
に
係
る
問
題

の
抜
本
的
解
決
に
向
け
て
、
登
記
制
度
及
び
土
地
所
有
の
在
り
方
、
行
政
機
関
相
互
で
の
土
地
所
有
者
に
関
す
る
情
報
の
共

有
の
仕
組
み
等
に
つ
い
て
早
期
に
検
討
を
進
め
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

七

経
営
管
理
権
集
積
計
画
の
策
定
に
当
た
り
、
ま
ず
前
提
と
な
る
森
林
法
の
趣
旨
に
の
っ
と
っ
た
、
林
地
台
帳
の
整
備
、
森



林
境
界
の
明
確
化
等
に
必
要
な
取
組
に
対
す
る
支
援
を
一
層
強
化
す
る
こ
と
。

八

市
町
村
が
、
市
町
村
森
林
整
備
計
画
と
調
和
が
保
た
れ
た
経
営
管
理
権
集
積
計
画
の
作
成
等
の
新
た
な
業
務
を
円
滑
に
実

施
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
フ
ォ
レ
ス
タ
ー
等
の
市
町
村
の
林
業
部
門
担
当
職
員
の
確
保
・
育
成
を
図
る
仕
組
み
を
確
立

す
る
と
と
も
に
、
林
業
技
術
者
等
の
活
用
の
充
実
、
必
要
な
支
援
及
び
体
制
整
備
を
図
る
こ
と
。

九

市
町
村
が
、
「
確
知
所
有
者
不
同
意
森
林
」
制
度
を
運
用
す
る
に
当
た
っ
て
、
森
林
所
有
者
の
意
向
等
を
的
確
に
把
握

し
、
同
意
を
取
り
付
け
る
た
め
十
分
な
努
力
を
行
う
よ
う
助
言
等
の
支
援
を
行
う
こ
と
。

十

「
災
害
等
防
止
措
置
命
令
」
制
度
の
運
用
に
資
す
る
よ
う
、
国
は
、
災
害
等
の
防
止
と
森
林
管
理
の
関
係
に
つ
い
て
の
科

学
的
知
見
の
蓄
積
に
努
め
る
こ
と
。

十
一

路
網
は
、
木
材
を
安
定
的
に
供
給
し
、
森
林
の
有
す
る
多
面
的
機
能
を
持
続
的
に
発
揮
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な
造

林
、
保
育
、
間
伐
等
の
施
業
を
効
率
的
に
行
う
た
め
に
不
可
欠
な
生
産
基
盤
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
路
網
整
備
に
対
す
る
支
援

を
一
層
強
化
す
る
こ
と
。
な
お
、
路
網
整
備
の
方
法
に
よ
っ
て
は
土
砂
災
害
を
誘
発
す
る
場
合
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
特
段
の

配
慮
を
す
る
こ
と
。

十
二

森
林
資
源
の
循
環
利
用
を
図
る
た
め
、
新
た
な
木
材
需
要
を
創
出
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
需
要
に
対
応
し
た
川
上

か
ら
川
下
ま
で
の
安
定
的
、
効
率
的
な
供
給
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
。
ま
た
、
適
正
な
森
林
管
理
の
推
進
に
向
け
て
、
そ
の

大
き
な
支
障
の
一
つ
で
あ
る
鳥
獣
被
害
に
係
る
対
策
を
含
め
、
主
伐
後
の
植
栽
に
よ
る
再
造
林
、
保
育
を
確
実
に
実
施
す
る



民
間
事
業
者
が
選
定
さ
れ
る
よ
う
支
援
す
る
と
と
も
に
、
森
林
法
に
よ
る
伐
採
後
の
造
林
命
令
な
ど
他
の
制
度
と
の
連
携
・

強
化
を
図
る
こ
と
。

十
三

自
伐
林
家
や
所
有
者
か
ら
長
期
的
に
施
業
を
任
さ
れ
て
い
る
自
伐
型
林
業
者
等
は
、
地
域
林
業
の
活
性
化
や
山
村
振
興

を
図
る
上
で
極
め
て
重
要
な
主
体
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
自
伐
林
家
等
が
実
施
す
る
森
林
管
理
や
森
林
資
源
の
利
用
の

取
組
等
に
対
し
、
更
な
る
支
援
を
行
う
こ
と
。

十
四

地
球
温
暖
化
防
止
の
た
め
の
森
林
吸
収
源
対
策
に
係
る
地
方
財
源
の
確
保
の
た
め
創
設
す
る
と
さ
れ
て
い
る
森
林
環
境

税
（
仮
称
）
及
び
森
林
環
境
譲
与
税
（
仮
称
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
趣
旨
に
沿
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
森
林
施
策
で
は
対
応
で

き
な
か
っ
た
森
林
整
備
等
に
資
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
使
途
の
公
益
性
を
担
保
し
、
国
民
の
理
解
が
得
ら
れ
る
も
の
と
す
る

こ
と
。

右
決
議
す
る
。


